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平成２８年度 所得段階別の年間介護保険料

年間保険料保険料率対　　象所得段階

３０，０２４円基準額×０．４５

①生活保護受給者・老齢福祉年金受給者
　で、世帯全員が市民税非課税の人など
②世帯全員が市民税非課税で、課税年金
収入額と合計所得金額を合わせた額が
８０万円以下の人など

第１段階

４３，３６８円基準額×０．６５
世帯全員が市民税非課税で、課税年金収
入額と合計所得金額を合わせた額８０万円
を超え、１２０万円以下の人など

第２段階

５０，０４０円基準額×０．７５
世帯全員が市民税非課税で、第１段階ま
たは第２段階に該当しない人など

第３段階

６０，０４８円基準額×０．９０
世帯に市民税課税の人がいるが、本人は
非課税で、課税年金収入額と合計所得金
額を合わせた額が８０万円以下の人など

第４段階

６６，７２０円基準額
世帯に市民税課税の人がいるが、本人は
非課税で、第４段階に該当しない人など

第５段階

８０，０６４円基準額×１．２０
本人が市民税課税で、合計所得金額が
１２０万円未満の人など

第６段階

８６，７３６円基準額×１．３０
本人が市民税課税で、合計所得金額が
１２０万円以上１９０万円未満の人など

第７段階

１００，０８０円基準額×１．５０
本人が市民税課税で、合計所得金額が
１９０万円以上２９０万円未満の人など

第８段階

１１３，４２４円基準額×１．７０
本人が市民税課税で、合計所得金額が
２９０万円以上４９０万円未満の人など

第９段階

１１６，７６０円基準額×１．７５
本人が市民税課税で、合計所得金額が
４９０万円以上６９０万円未満の人など

第１０段階

１２０，０９６円基準額×１．８０
本人が市民税課税で、合計所得金額が
６９０万円以上の人

第１１段階

≪特別徴収≫

＊対象／老齢（退職）、遺族、障

害年金が年額１８万円以上の人

＊通知書／９月中旬に郵送

＊納付方法／年金から天引き

　※年額１８万円以上の年金を受

給している人でも、年度途中

で６５歳になった人や、他の自

治体から転入した人などは、

特別徴収に切り替わるまでの

間、一時的に普通徴収での納

　市は、６５歳以上の人に、平成２８年度介護保険料の通知書（本

算定）を郵送します。通知書が届いたら、保険料や納め方（特

別徴収または普通徴収）の確認をしてください。

　詳しくは、高齢介護課（緯４７－７４０６）へ。
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　市は、児童扶養手当や特別障害者手当など下記の手当を受けて

いる人（所得制限で支給停止の人を含む）に、現況届などを８月

に郵送します。

　必要事項を記入・押印などのうえ、現況届な

どを期日までに提出してください。いずれの手

当も、平日のみ（児童扶養手当のみ一部土日に

受付）、窓口で受け付けます。

　なお、期限内に提出がないと、支給が停止と

なります。また、この手続きを２年間しないと

受給権が消滅しますので、ご注意ください。
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　児童扶養手当は、ひとり親家

庭などの生活の安定と自立を助

け、子どもの健やかな成長のた

めに支給される手当です。

平成２８年度の国民健康保険料の料率が、次のとおり決まりまし

た。今年度の料率は前年度と同率ですが、医療分と後期高齢者支

援金分の賦課限度額がそれぞれ２万円増額されました。

年間保険料は、この料率をもとに算定された「所得割」「資産割」

「均等割」「平等割」を合計した金額で、保険料率および最高限度額

は右表のとおりとなります。

市は、各世帯の保険料をお知らせする「保険料変更（決定）通

知書」と４期（８月）からの保険料納入通知書を、８月中旬に郵

送します。なお、４期から１０期までの保険料は、年間保険料から

平成２８年度 国民健康保険料率

介護分
（４０～６５歳）

後期高齢者
支援金分

医療分

１．９０／１００２．２４／１００７．１５／１００基準総所得金額※の所得割

６．４０／１００６．１０／１００２０．００／１００土地・家屋にかかる固定資産税額の資産割

８，５００円７，７００円２４，５００円被保険者１人につき均等割

６，０００円７，８００円２５，０００円１世帯につき平等割

１６０，０００円１９０，０００円５４０，０００円最高限度額

※税法上の総所得金額から基礎控除額を差し引いた額

すでに納付済みの１期から３期分を差し引いて、７回に分けた金

額となっています。

詳しくは、窓口サービス課国民健康保険Ｇ（緯４７－８１３２）へ。

児童扶養手当の月額

８月分以降現　行子どもの数

　　　【全部支給】４２，３３０円
　　　【一部支給】４２，３２０～９，９９０円
　　　　　　　　　（所得に応じて決定）

子どもが
１人の場合

　【全部支給】１０，０００円
　【一部支給】９，９９０～５，０００円
　　　　　　　（所得に応じて決定）

　５，０００円
第２子の
加算額

　【全部支給】６，０００円
　【一部支給】５，９９０～３，０００円
　　　　　　　（所得に応じて決定）

　３，０００円
第３子以降
の加算額

＊提出期間／児童扶養手当の現

況届＝８月１日（月）～３１日

（水）　特別児童扶養手当の所

得状況届＝８月１２日（金）～９

月９日（金）

＊提出場所／子育て支援課、上

石津・墨俣地域事務所

＊備考／児童扶養手当のみ、８

月２７日（土）・２８日（日）の午前

１０時～午後３時に、市役所本

＊提出期間／８月１２日（金）～９

月１２日（月）

＊提出場所／障がい福祉課、上

石津・墨俣地域事務所

＊問合せ／障がい福祉課（緯４７

－７２９８）へ
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≪普通徴収≫

＊対象／老齢（退職）、遺族、障

害年金が年額１８万円未満の人

＊通知書／８月中旬に郵送

＊納付方法／納付書または口座

振替　

８月中旬に通知書を郵８月中旬に通知書を郵送送
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「児童扶養手当」

「特別児童扶養手当」

「特別障害者手当」
「障害児福祉手当」
「経過的福祉手当」

庁舎１階第１会議室でも受付

＊問合せ／子育て支援課（緯４７

－７０９２）へ

　児童扶養手当法の一部が改正

され、８月分（１２月９日支給分）

から第２子と第３子以降の加算

額が増額されます。なお、増額分については、家

庭の所得に応じて加算額が決定されます。

　詳しくは、子育て支援課（緯４７－７０９２）へ。
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